
 
 

平成２５年１月２９日 

 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 
 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり公表します。 

 

 

政 党 

○政治団体の名称       生活の党 

○異動事項          

代表者の氏名 

     新         小沢 一郎 

     旧         森  裕子 

○届出年月日         平成２５年１月２９日 

 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：德大寺補佐、森岡係長 

電話：(直通)０３-５２５３-５５８０ 

   (代表)０３-５２５３-５１１１ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年４月２２日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の解散の届出等 

があった旨の公表 

 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定による

政治団体の解散の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、下記のとお

り公表します。 

 

〇政治団体の名称  国民新党 

〇代表者の氏名   自見 庄三郎 

〇解散年月日    平成２５年３月２２日 

 

政治資金規正法第６条の２第２項後段の規定による政治資金団体になるべき

団体としての指定の取消しの届出があったので、同法第７条の２第３項の規定

に基づき、下記のとおり公表します。 

 

〇政党の名称         国民新党 

〇政治資金団体の名称     国民新党友の会 

〇政治資金団体の代表者の氏名 齋藤 豊 

〇取消しの届出のあった年月日 平成２５年３月２６日 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(代表)０３-５２５３-５１１１ 

   (直通)０３-５２５３-５５８０ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年７月２３日 

 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 
 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり公表します。 

 

○政治団体の名称       新党改革 

○異動事項 

代表者の氏名 

     新         荒井 広幸 

     旧         舛添 要一 

会計責任者の氏名 

     新         大出 浩己 

     旧         横田 賢一 

○届出年月日         平成２５年７月２３日 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(直通)０３-５２５３-５５８０ 

   (代表)０３-５２５３-５１１１ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年７月２９日 

 

 

政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表 

 

次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第２

項の規定に該当しなくなったことにより政党でなくなったので、同法第７条の

２第３項の規定に基づき、下記のとおり公表します。 

 

〇政治団体の名称      新党日本 

〇代表者の氏名       田中 康夫 

〇政党でなくなった年月日  平成２５年７月２１日 

 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(代表)０３-５２５３-５１１１ 

   (直通)０３-５２５３-５５８０ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年７月３１日 

 

 

政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表 

 

次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第２

項の規定に該当しなくなったことにより政党でなくなったので、同法第７条の

２第３項の規定に基づき、下記のとおり公表します。 

 

〇政治団体の名称      みどりの風 

〇代表者の氏名       谷岡 郁子 

〇政党でなくなった年月日  平成２５年７月２８日 

 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(代表)０３-５２５３-５１１１ 

   (直通)０３-５２５３-５５８０ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年８月７日 

 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 
 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり公表します。 

 

○政治団体の名称       社会民主党 

○異動事項 

代表者の氏名 

     新         又市 征治 

     旧         福島 瑞穂 

○届出年月日         平成２５年８月７日 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(直通)０３-５２５３-５５８０ 

   (代表)０３-５２５３-５１１１ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年１０月１７日 

 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 
 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり公表します。 

 

○政治団体の名称       社会民主党 

○異動事項 

代表者の氏名 

     新         吉田 忠智 

     旧         又市 征治 

○届出年月日         平成２５年１０月１７日 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(直通)０３-５２５３-５５８０ 

   (代表)０３-５２５３-５１１１ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 



 
 

平成２５年１２月２日 

 

政治資金規正法に基づく政治資金団体としての 

指定の取消しの届出があった旨の公表 

 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条の２第２項後段の規定

による政治資金団体としての指定の取消しの届出があったので、同法第７条の

２第３項の規定に基づき、下記のとおり公表します。 

 

〇政党の名称         公明党 

〇政治資金団体の名称     財団法人公明文化協会 

〇政治資金団体の代表者の氏名 神崎 武法 

〇取消しの届出のあった年月日 平成２５年１２月２日 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(代表)０３-５２５３-５１１１ 

   (直通)０３-５２５３-５５８０ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 

 



 
 

平成２５年１２月２０日 

 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出 
 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定による政

治団体の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、その名称

等を下記のとおり公表します。 

 

政 党 

政治団体の名称      結いの党 

代表者の氏名       江田 憲司 

会計責任者の氏名     小野 次郎 

主たる事務所の所在地   東京都江東区富岡１－２６－２１ 

届出年月日        平成２５年１２月２０日 

 

 

 

 

 

 

（連絡先） 

自治行政局選挙部政治資金課 

担当：小林補佐、武井係長 

電話：(代表)０３-５２５３-５１１１ 

   (直通)０３-５２５３-５５８０ 

FAX：０３-５２５３-５５８３ 
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